
市民の願いや思いを市政に反映する手段として「請願」と「陳情」があります。

請願書には、紹介議員（１名以上）の署名又は記名押印がなければなりませんが、陳情書には

紹介議員は不要です。

陳 情 者

陳情書

議 長（事務局）

全 議 員

陳情書配付（事務局）

賛同者あり

所管の委員会に付託

所管の委員会で審査

※賛同議員に原則、説明を求める。

審査状況の報告

陳情の採決

陳情者へ結果通知

受 理

賛同者なし

配付にとどめた旨、

陳情者へ通知

議会運営委員会で確認

陳情書の取り扱いについて
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